
（8）平成 27 年 1 月 7 日 第 239 号め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り

◆審議した議案の結果と各会派の賛否 （○：賛成、×：反対、欠：欠席）

議　　案　　名 概　　　　要 自民
13人

公明
6人

刷新
4人

共産
4人

独歩
3人
無（50音順）議決

結果1人 1人 1人
区長提出議案

目黒区手数料条例の一部を改正する条例

衛生検査所の登録等に係る手数料の額を引き上げるとともに、地域の自主性及び自立
性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が施行される
ことに伴い、高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可等に係る手数料を追加
するもの。

○ ○ ○ × ○ ○ ○ 欠 可決

職員の配偶者同行休業に関する条例 地方公務員法第２６条の６の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項
を定めるとともに、職員の給与に関する条例等の規定の整備を行うもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 可決

目黒区債権の管理に関する条例の一部を改正する条例 区が放棄することができる区の債権の対象範囲を拡大するとともに、区の強制徴収債権
に係る債務者に関する情報の相互利用について定めるもの。

○ ○ ○ × × ○ × ○ 可決

目黒区立福祉工房条例の一部を改正する条例 目黒本町福祉工房に分室を設置するもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに
伴い、使用者の募集方法の特例を廃止するもの。

○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区営住宅条例の一部を改正する条例 区営住宅を増設するとともに、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改
正する法律が施行されることに伴い、使用者の募集方法の特例を廃止するもの。

○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに
伴い、使用者の募集方法の特例を廃止するもの。

○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区青少年プラザ条例の一部を改正する条例 青少年プラザの宿泊利用を廃止するもの。 ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ 可決

特別区道路線の認定について 目黒川総合環境整備基本計画の一環として、目黒川に新設する橋りょう等を特別区道
路線として認定するため、道路法第８条第２項の規定に基づき規定の整備を行うもの。

○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区有通路路線の認定について
目黒区三田一丁目地内にある区が管理する水路について、土地所有者から寄附の申し
出があった土地と合わせて、区有通路路線として認定するため、目黒区有通路条例第４
条第４項の規定に基づき規定の整備を行うもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区立東山小学校校舎改築等工事（前期）の請負契約 実施計画に基づき、学校での教育環境・生活環境の改善を図るため、目黒区立東山小
学校校舎の改築工事を行うもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区立東山小学校校舎改築等に伴う電気設備工事（前
期）の請負契約

実施計画に基づき、学校での教育環境・生活環境の改善を図るため、目黒区立東山小
学校校舎の改築工事に伴う電気設備工事を行うもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区立東山小学校校舎改築等に伴う空気調和設備工事
（前期）の請負契約

実施計画に基づき、学校での教育環境・生活環境の改善を図るため、目黒区立東山小
学校の校舎を改築工事に空気調和設備工事を行うもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区教育委員会委員の任命の同意について 11月30日任期満了の岩田正之氏の後任として、笹尾敦夫氏を委員に任命することに同
意するもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
特別区人事委員会の勧告に伴い、給料月額及び勤勉手当を増額し、地域手当及び単身
赴任手当の支給限度額を引き上げるとともに、再任用職員を単身赴任手当の支給対象に
加え、併せて管理職員特別勤務手当の支給の対象となる勤務の範囲を拡大するもの。

○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 可決

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 特別区人事委員会の勧告に伴い、退職手当の調整額の算定の基礎となる在職期間中
の職務及び職責による点数を引き上げるもの。

○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 可決

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
特別区人事委員会の勧告に伴い、給料月額及び勤勉手当を増額し、地域手当及び単身
赴任手当の支給限度額を引き上げるとともに、再任用職員を単身赴任手当の支給対象に
加え、併せて管理職員特別勤務手当の支給の対象となる勤務の範囲を拡大するもの。

○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 可決

平成２６年度目黒区一般会計補正予算（第２号） 歳入歳出にそれぞれ1億2,312万9,000円を追加し、総額を925億8,689万円とするもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

◆陳情の審議結果と各会派の賛否�

件　　　　　　名 自民
13人

公明
6人

刷新
4人

共産
4人

独歩
3人
無（50音順）議決

結果1人 1人 1人

地下式マンション規制強化に関する陳情 × × × ○ ○ × ○ × 不採択

会派略称　自民＝自由民主党目黒区議団　公明＝公明党目黒区議団　刷新＝刷新めぐろ　共産＝日本共産党目黒区議団　独歩＝無所属・目黒独歩の会  無＝無会派

◆継続審査とした陳情
●�「集団的自衛権の行使を容認した「閣議決定」の撤回を求めこれに基づ
く全ての立法化や政策に反対する意見書」に係る陳情

●�原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の改正を求める意見書採択
に関する陳情
●�特別養護老人ホームの建設促進を求める陳情
●�「子宮頸がんワクチン接種事業の一時中止を含む接種事業の調査、再検
討を求める」陳情
●�国に対して、障害者総合支援法を骨格提言に沿って、法の改定を求める
意見書提出に関する陳情
●�長期にわたる年金減額政策の中止を国に要望する意見書の採択を求め
る陳情
●雇用の安定を求める陳情
●自転車走行安全のための看板等の設置を求める陳情
●�建築主住友不動産株式会社が計画する(仮称)中目黒四丁目６番計画(共
同住宅)新築工事に関する陳情
●�住宅地内中目黒４丁目６番及び７番における道（路）に関する陳情
●�嘘でまかせで、事実に反することを認めさせようとする区行政に関す
る陳情
●区立こども園・保育園における障害児受け入れに関する陳情

　請願・陳情は区政に関する事柄等について、区民の皆さんが直接、区議会

に要望できる制度です。

　請願には議員の紹介が必要です。議員の紹介がない場合は陳情となりま

すが、目黒区議会では請願と同様に処理いたします。

　受付は常時行っていますが、定例会の会期中の委員会で審査するため

に、事務の手続き上、会期の約１週間前（区役所が休みの日を除く）までに

提出していただいています。この締切日は、めぐろ区議会だより・めぐろ区

報・目黒区議会ホームページでお知らせしています。

　請願・陳情は直接提出していただくことを原則とし、郵送によるものは

審査しないことがあります。平成27年第１回定例会で新たに請願・陳情の

審査を希望される場合は、２月１０日（火）正午までに提出してください。

� ＜問い合わせ＞区議会事務局議事・調査係　☎03-5722-9414

請願・陳情の受付についてお知らせします


